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神戸市告示第410号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３号）

第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）及び第 23 条の２の規定によ

り自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告示する。 

  令和 5年 10月 24日 

 神戸市長  久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、及び

保管した自転車等の台数、撤去し、及び保管した年月日並びに問い合わせ先 

  別表のとおり 

２ 保管期間 

  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

三宮保管所及び湊町保管所 

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

（日曜日、祝日及び 12月 28日から１月４日を除く）

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及 

び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示しなければ

ならない。 

５ その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から１月

を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用

を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないときは、当該自転

車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別　 　表

自転車等の保管及び返還の場所
自転車等が置かれ、又は放
置されていた場所

撤去し、及び保管した年月日 問い合わせ先

中央区小野浜町３番地先 自転車 7 台 兵庫区湊川町２丁目１番12号

三宮保管所 原動機付自転車 0 台 建設局中部建設事務所

自転車 20 台 電話　511-0515

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 47 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 1 台

自転車 43 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 6 台

原動機付自転車 0 台

自転車 38 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 7 台

原動機付自転車 0 台

自転車 26 台

原動機付自転車 0 台

自転車 8 台

原動機付自転車 0 台

自転車 15 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 21 台

原動機付自転車 1 台

自転車 9 台

原動機付自転車 0 台

自転車 15 台

原動機付自転車 0 台

自転車 26 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 16 台

原動機付自転車 0 台

自転車 48 台

原動機付自転車 0 台

自転車 10 台

原動機付自転車 3 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 33 台

原動機付自転車 0 台

自転車 8 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和5年9月22日

中央区長期放置 令和5年9月29日

春日野道駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和5年9月21日
元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和5年9月26日

中央区長期放置 令和5年9月13日

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和5年9月8日

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

春日野道駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

令和5年9月12日

春日野道駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

中央区長期放置

令和5年9月16日

撤去し、及び保管した自転車等
の台数

中央区長期放置

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和5年9月4日

令和5年9月15日
元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和5年9月7日

令和5年9月1日

令和5年9月2日

中央区長期放置

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和5年9月19日
元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

中央区長期放置

令和5年9月28日
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兵庫区湊町1丁目35 自転車 5 台

湊町保管所 原動機付自転車 1 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

自転車 6 台

原動機付自転車 0 台

自転車 7 台

原動機付自転車 0 台

自転車 6 台

原動機付自転車 0 台

自転車 14 台

原動機付自転車 0 台

自転車 9 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 7 台

原動機付自転車 0 台

自転車 29 台

原動機付自転車 1 台

自転車 31 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 12 台

原動機付自転車 0 台

自転車 18 台

原動機付自転車 1 台

自転車 8 台

原動機付自転車 0 台

自転車 8 台

原動機付自転車 0 台

自転車 11 台

原動機付自転車 0 台

自転車 15 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

自転車 14 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 11 台

原動機付自転車 0 台

自転車 4 台

原動機付自転車 0 台

自転車 8 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

令和5年9月14日

令和5年9月29日

令和5年9月25日
新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

兵庫区長期放置

兵庫区長期放置 令和5年9月13日

兵庫区長期放置

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和5年9月19日

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

兵庫区長期放置 令和5年9月1日

令和5年9月11日

兵庫駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

兵庫区長期放置 令和5年9月8日

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和5年9月20日

兵庫駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和5年9月22日

令和5年9月27日

駐輪場内

兵庫駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

兵庫区長期放置

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域
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神戸市告示第411号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３ 

号）第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）第 23 条の２項及び３ 

項の規定により自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次の 

とおり告示する。 

令和５年 10 月 24 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去及び 

保管した自転車等の台数、撤去及び保管した年月日並びに問い合わせ先別表のとおり。 

２ 保管期間 

  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

(1) 西部保管所・西代保管所

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで。

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。

(2) 須磨保管所・名谷保管所

ア 火曜日・木曜日 午後３時から午後７時まで。

（ただし、即時撤去日より７日間は(1)と同様の運用とする。）

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住 

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し 

なければならない。 

５ その他 

  この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から 

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相 

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないと 

きは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別　表

自転車等の保
管及び返還の
場所

自転車等が置かれ、又は放置さ
れていた場所

撤去及び保管し
た年月日

問い合わせ先

自転車 11台

原動機付自転車 0台

自転車 16台

原動機付自転車 2台

自転車 20台

原動機付自転車 0台

自転車 29台

原動機付自転車 1台

自転車 2台

原動機付自転車 0台

自転車 9台

原動機付自転車 1台

自転車 9台

原動機付自転車 1台

自転車 0台

原動機付自転車 0台

自転車 5台

原動機付自転車 0台

自転車 8台

原動機付自転車 0台

自転車 8台

原動機付自転車 0台

自転車 19台

原動機付自転車 0台

自転車 11台

原動機付自転車 0台

自転車 18台

原動機付自転車 0台

自転車 7台

原動機付自転車 0台

自転車 21台

原動機付自転車 1台

神戸市須磨区
妙法寺字ヌメ
リ石１番地の
１
建設局西部建
設事務所
電話742-2468

名谷・妙法寺駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

令和5年9月6日長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

須磨区西落合
６丁目１番
名谷保管所

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

令和5年9月12日

令和5年9月14日

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田・須磨区管内長期放置

令和5年9月7日

長田・須磨区管内長期放置

鷹取(南・北)・西代駅周辺自転
車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

板宿駅周辺自転車等
放置禁止区域

令和5年9月13日

撤去及び保管した自転
車等の台数

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

板宿・西代駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

令和5年9月19日

長田・須磨区管内長期放置

令和5年9月26日

長田・須磨区管内長期放置

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

令和5年9月21日

長田・須磨区管内長期放置
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神戸市告示第412号 

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例

第３号）第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

り自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告

示する。 

令和５年 10 月 24 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去

し、及び保管した自転車等の台数、撤去し、保管した年月日並びに問い合わせ先 

 別表のとおり 

２ 保管期間 

 この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

垂水自転車保管所 

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、そ

の住所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長

に提示しなければならない。 

５ その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日

から 1 月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保

管に不相当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することが

できないときは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別表

自転車等の保管及び 自転車が置かれ、又は 撤去し、及び

返還の場所 放置されていた場所 保管した年月日

　垂水区西舞子８丁目20番19号　垂水駅周辺自転車等 　自転車　 ３ 台 令和５年９月１日 垂水区福田５丁目６番20号

　垂水保管所 　放置禁止区域 　原動機付自転車 ０ 台 建設局垂水建設事務所

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　 １ 台 電話７０７－０２３４

　放置禁止区域 　原動機付自転車 ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　 ５ 台 令和５年９月７日

　放置禁止区域 　原動機付自転車 ０ 台

　塩屋駅周辺自転車等 　自転車　　　　 ２ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車 ０ 台

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　 １ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車 ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　 １ 台 令和５年９月11日

　放置禁止区域 　原動機付自転車 ０ 台

　西舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　 １ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車 ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　 ３ 台 令和５年９月15日

　放置禁止区域 　原動機付自転車 １ 台

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　 １ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車 ０ 台

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　 ３ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車 ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　 ２ 台 令和５年９月21日

　放置禁止区域 　原動機付自転車 ０ 台

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　 ２ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車 ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　 ２ 台 令和５年９月27日

　放置禁止区域 　原動機付自転車 １ 台

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　 １ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車 ０ 台

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　 11 台

　原動機付自転車 ０ 台

問い合わせ先
撤去し、及び保管した

自転車等の台数
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神戸市告示第413号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように決定

し、同条第２項の規定により、令和５年10月25日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和５年11月７日まで一般の縦覧

に供する。 

令和５年10月24日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道 路 の

種類 

路 線 名 区 間 延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 多聞118号線 神戸市垂水区学が丘７丁目864番 

224地先から 

神戸市垂水区学が丘７丁目864番 

236地先まで 

143.00 6.00 

市道 多聞119号線 神戸市垂水区学が丘７丁目864番 

198地先から 

神戸市垂水区学が丘７丁目864番 

212地先まで 

143.00 6.00 

市道 多聞120号線 神戸市垂水区学が丘７丁目864番 

230地先から 

神戸市垂水区学が丘７丁目864番 

193地先まで 

65.00 6.00 
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神戸市告示第414号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように決

定し、同条第２項の規定により、令和５年10月25日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和５年11月７日まで一般の縦

覧に供する。 

令和５年10月24日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 御影山手22号

線 

神戸市東灘区御影山手４丁目182

番22地先から 

神戸市東灘区４丁目182番143地先

まで 

148.80 最大  6.00 

最小  6.00 

市道 御影山手23号

線 

神戸市東灘区御影山手４丁目182

番135地先から 

神戸市東灘区４丁目182番136地先

まで 

12.50 最大  4.00 

最小  4.00 
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神戸市告示第415号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により、令和５年10月25日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和５年11月７日まで一般の縦覧

に供する。 

令和５年10月24日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 大橋６号線 神戸市長田区大橋町７丁目

５番地先から 

神戸市長田区日吉町３丁目

25番地先まで 

新 273.70 最大 18.20 

最小 16.90 

旧 273.70 最大  8.70 

最小  8.60 

市道 林田須磨方

面線第93-1

号線 

神戸市長田区久保町７丁目

１番12地先から 

神戸市長田区二葉町６丁目

１番１地先まで 

新 235.70 最大 12.80 

最小 12.80 

旧 235.70 最大  8.70 

最小  8.40 

市道 林田須磨方

面線第130-

1号線 

神戸市長田区久保町６丁目

１番１地先から 

神戸市長田区久保町６丁目

１番１地先まで 

新 3.50 17.50 

旧 3.50 17.50 
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１

２

３

神戸市長　久元 喜造

神戸市告示第416号

　次の地縁による団体について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の２第11項の規定に

より、告示された事項に変更があったとして届出があったので、同条第10項の規定により次の

とおり告示する。

令和５年10月24日

届け出た地縁による団体

(１) 名称

北須磨団地自治会

(２) 主たる事務所

神戸市須磨区友が丘７丁目275番地

(３) 代表者の氏名

西内　勝太郎

(４) 代表者の住所

神戸市須磨区友が丘９丁目2603番地の44

変更があった事項及びその内容

規約に定める目的
「この会は、「友愛と審議」のもとに快適で充実した生活が送れるよう、良好な地域社会の維持
及び形成を図ることを目的とし、次の各号に掲げる事業を行う。
（１）会員相互の連絡と親睦を図ること。
（２）区域内の清掃、緑化推進などの環境整備を図ること。
（３）集会施設その他の財産の維持管理を図ること。
（４）福利、厚生等に関すること。
（５）生活改善、文化、体育等に関すること。
（６）防火、防犯等に関すること。
（７）市政との協力及び他団体との連絡調整に関すること。
（８）その他目的達成に必要なこと。」を

「この会は、「友愛と審議」のもとに快適で充実した生活が送れるよう、良好な地域社会の維持
及び形成を図ることを目的とし、次の各号に掲げる事業を行う。
（１）会員相互の連絡と親睦を図ること。
（２）区域内の清掃、緑化推進などの環境整備を図ること。
（３）集会施設その他の財産の維持管理を図ること。
（４）福利、厚生等に関すること。
（５）生活改善、文化、体育等に関すること。
（６）会員の教養と子育て支援、福祉の増進に関すること。
（７）防火、防犯等に関すること。
（８）市政との協力及び他団体との連絡調整に関すること。
（９）うるおいあふれる住みよいまちづくりに関すること。
（10）その他目的達成に必要なこと。」に改める。

変更の年月日

令和５年７月30日
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神戸市告示第4 1 7号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第 19条第１

項の規定により次の都市計画を変更したので、同法第21条第２項において準用する同法

第20条第１項の規定により告示する。 

  令和５年10月24日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 都市計画の種類 

⑴ 神戸国際港都建設計画高度利用地区

⑵ 神戸国際港都建設計画都市再生特別地区

⑶ 神戸国際港都建設計画駐車場

２ 都市計画の名称 

⑴ 加納町６丁目地区

⑵ 加納町６丁目地区

⑶ 第１号三宮駐車場 
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神戸市告示第418号

神戸市公印規則（昭和 52 年 3 月規則第 111 号）第９条第 1 項の規定により電子印を使用するこ

とができる文書の名称，電子計算機に記録する公印の名称，様式及び書体並びに印影等の寸法を，

同条第 2 項の規定により，次のとおり告示する。 

令和５年 10 月 24 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

文 書 名

電子計算機に記録する公印 印影等の寸

法

（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）
名 称 様式 

書 

体 

障害児福祉手当資格喪失通知書

行政機関の長の印

(福祉事務所長の

印） 

62の２ 隷書 方 15

心身障害者扶養共済制度掛金払

込証明書
市長の印 ２ 隷書 方 15
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神戸市公告 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第72条第１項の規定により、次のとおり公開による意見の聴取

を行いますので、関係人で御意見のある方は、御参集ください。 

令和５年10月24日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 建築協定の名称 

神戸北町桂木１丁目Ａ地区建築協定 

２ 建築協定区域の位置 

神戸市北区桂木１丁目８番地の１ 他 

３ 公開による意見の聴取の開催日時 

令和５年11月13日（月） 

14時00分から14時30分まで 

４ 公開による意見の聴取の場所 

神戸市中央区浜辺通２丁目１番30号 

三宮国際ビル６階 

建築住宅局602会議室 

５ 連絡先 

神戸市中央区浜辺通２丁目１番30号 

神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課 

電話(078)595-6555
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神戸市公告 

 次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので、都市

計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規定により公告します。 

  令和５年10月24日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称 

  神戸市北区上津台２丁目８番11、８番12、８番13、８番14 

 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

神戸市北区道場町塩田1966番地の10 

北神運輸株式会社 

代表取締役 福元 正一 

 許可番号 

  令和３年12月28日 第8032号 

（変更許可 令和５年７月12日 第2065号） 

 

２ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称 

  神戸市須磨区車字前ケ田777番１ 

 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

大阪市中央区伏見町４丁目４番10号 

ＬＵＳＩＣ株式会社 

代表取締役 丸 達也 

 許可番号 

  令和５年８月７日 第8135号 

  （変更許可 令和５年９月26日 第2083号） 
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神戸市公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第 19条第１

項の規定により次の都市計画を変更したので、同法第 21条第２項において準用する同法

第20条第２項の規定により同法第14条第１項に規定する総括図、計画図及び計画書を神

戸市中央区浜辺通２丁目１番 30号神戸市都市局都市計画課において公衆の縦覧に供し

ます。 

  令和５年10月24日 

 神戸市長 久 元 喜 造  

１ 都市計画の種類 

 ⑴ 神戸国際港都建設計画高度利用地区 

 ⑵ 神戸国際港都建設計画都市再生特別地区 

 ⑶ 神戸国際港都建設計画駐車場 

２ 都市計画の名称 

 ⑴ 加納町６丁目地区 

 ⑵ 加納町６丁目地区 

 ⑶ 第１号三宮駐車場 
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